
 

寒 川 町 小児 の 医療 費の 助 成 に関 す る条 例施 行 規 則新 旧 対照 表  

現 行  改 正 案  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

（ 規 則 で定 め る法 律）  （ 規 則 で定 め る法 律）  

第 2条  条 例 第 2条 第 7項 に 規 定 す る 規 則 で

定 め る 法 律 （ 以 下 「 医 療 保 険 各 法 」 と

い う 。 ）は 、 次に 掲げ る も のと す る。  

第 2条  条 例 第 2条 第 5項 に 規 定 す る 規 則 で

定 め る 法 律 （ 以 下 「 医 療 保 険 各 法 」 と

い う 。 ）は 、 次に 掲げ る も のと す る。  

(1)～ (5) （ 略）  (1)～ (5) （ 略）  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

（ 助 成 の方 法 の特 例）  （ 助 成 の方 法 の特 例）  

第 5条  条 例 第 5条 第 2項 に 規 定 す る 特 別 の

理 由 と は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 掲 げ

る 場 合 をい う 。  

第 5条  条 例 第 5条 第 2項 に 規 定 す る 特 別 の

理 由 と は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 掲 げ

る 場 合 をい う 。  

(1)  国 民 健 康 保 険 法 又 は 医 療 保 険 各 法

の 規 定 に よ り 乳 児 又 は 幼 児 等 に 係 る

療 養 費 、 家 族 療 養 費 又 は 移 送 費 が 支

給 さ れ たと き 。  

(1)  国 民 健 康 保 険 法 又 は 医 療 保 険 各 法

の 規 定 に よ り 小 児 ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ に 係 る

療 養 費 、 家 族 療 養 費 又 は 移 送 費 が 支

給 さ れ たと き 。  

(2) （ 略）  (2) （ 略）  

2  条 例 第 5条 第 2項 又 は 第 3項 に 規 定 す る

方 法 に よ り 医 療 費 の 助 成 を 受 け よ う と

す る 対 象 者 は 、 医 療 を 受 け た 日 の 属 す

る 月 の 翌 月 か ら 起 算 し て 1年 以 内 に 小 児

医 療 費 助 成 申 請 書 （ 第 1号 様 式 ） に よ り

町 長 に 申請 し なけ れば な ら ない 。  

2  条 例 第 5条 第 2項 ＿ ＿ ＿ ＿ _に 規 定 す る

方 法 に よ り 医 療 費 の 助 成 を 受 け よ う と

す る 対 象 者 は 、 医 療 を 受 け た 日 の 属 す

る 月 の 翌 月 か ら 起 算 し て 1年 以 内 に 小 児

医 療 費 助 成 申 請 書 （ 第 1号 様 式 ） に よ り

町 長 に 申請 し なけ れば な ら ない 。  

3 （ 略 ）  3 （ 略 ）  

（ 医 療 費の 助 成決 定等 ）  （ 医 療 費の 助 成決 定等 ）  

第 6条  町 長 は 、 前 条 第 2項 の 申 請 が あ つ

た 場 合 に お い て 、 条 例 第 5条 第 2項 又 は

第 3項 に 規 定 す る 医 療 費 の 助 成 を 行 う こ

と を 決 定 し た と き は 、 小 児 医 療 費 助 成

決 定 通 知 書 （ 第 2号 様 式 ） に よ り 、 医 療

費 の 助 成 を 行 わ な い こ と を 決 定 し た と

き は 小 児 医 療 費 助 成 申 請 却 下 通 知 書

（ 第 3号 様 式 ） に よ り 申 請 者 に 通 知 す

る 。  

第 6条  町 長 は 、 前 条 第 2項 の 申 請 が あ つ

た 場 合 に お い て 、 条 例 第 5条 第 2項 ＿ ＿

＿ ＿ _に 規 定 す る 医 療 費 の 助 成 を 行 う こ

と を 決 定 し た と き は 、 小 児 医 療 費 助 成

決 定 通 知 書 （ 第 2号 様 式 ） に よ り 、 医 療

費 の 助 成 を 行 わ な い こ と を 決 定 し た と

き は 小 児 医 療 費 助 成 申 請 却 下 通 知 書

（ 第 3号 様 式 ） に よ り 申 請 者 に 通 知 す

る 。  

（ 医 療 証の 交 付申 請等 ）  （ 医 療 証の 交 付申 請等 ）  

第 7条  条 例 第 6条 の 規 定 に よ る 申 請 は 、

小 児 医 療 費 助 成 事 業 医 療 証 交 付 申 請 書

（ 第 4号 様 式 ） に 、 次 に 掲 げ る 書 類 を 添

え て 行 わな け れば なら な い 。  

第 7条  条 例 第 6条 の 規 定 に よ る 申 請 は 、

小 児 医 療 費 助 成 事 業 医 療 証 交 付 申 請 書

（ 第 4号 様 式 ） に 、 次 に 掲 げ る 書 類 を 添

え て 行 わな け れば なら な い 。  



(1)  当 該 申 請 に 係 る 乳 児 又 は 幼 児 等 が

医 療 保 険 各 法 に よ る 被 扶 養 者 又 は 国

民 健 康 保 険 法 に よ る 被 保 険 者 で あ る

こ と を 証す る 書類  

(1)  当 該 申 請 に 係 る 小 児 ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ が

医 療 保 険 各 法 に よ る 被 扶 養 者 又 は 国

民 健 康 保 険 法 に よ る 被 保 険 者 で あ る

こ と を 証す る 書類  

(2)  当 該 申 請 に 係 る 乳 児 又 は 幼 児 等 を

養 育 し てい る こと を証 す る 書類  

(2)  当 該 申 請 に 係 る 小 児 ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ を

養 育 し てい る こと を証 す る 書類  

(3) （ 略）  (3) （ 略）  

2 （ 略 ）  2 （ 略 ）  

（ 医 療 証の 有 効期 限）  （ 医 療 証の 有 効期 限）  

第 8条  医 療 証 の 有 効 期 限 は 、 当 該 医 療 証

に 係 る 乳 児 又 は 幼 児 等 が 満 1歳 か ら 満 14

歳 ま で の そ れ ぞ れ の 年 齢 に 達 す る 日 の

属 す る 月 の 末 日 又 は 満 15歳 に 達 す る 日

以 後 の 最初 の 3月の 末日 ま で とす る 。  

第 8条  医 療 証 の 有 効 期 限 は 、 当 該 医 療 証

に 係 る 小 児 ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ が 満 1歳 か ら 満 17

歳 ま で の そ れ ぞ れ の 年 齢 に 達 す る 日 の

属 す る 月 の 末 日 又 は 満 18歳 に 達 す る 日

以 後 の 最初 の 3月の 末日 ま で とす る 。  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

 附  則  

 （ 施 行 期日 ）  

 1 こ の 規則 は 、令 和 5年 10月 1日 か ら施 行

す る 。  

 （ 経 過 措置 ）  

 2 寒 川 町小 児 の医 療費 の 助 成に 関 する 条

例 の 一 部を 改 正す る条 例 （ 令和 5年 寒川

町 条 例 第  号 ）附 則第 3項 の 規定 に より

同 条 例 の施 行 日前 にお い て 同条 例 の施

行 に 伴 い新 た に助 成の 対 象 とな る 者に

交 付 す る医 療 証の 有効 期 限 は、 こ の規

則 の 施 行日 前 にお いて も 、 この 規 則に

よ る 改 正後 の 寒川 町小 児 の 医療 費 の助

成 に 関 する 条 例施 行規 則 第 8条に 規 定す

る 日 と する こ とが でき る 。  

 


